
第 11 章 地球温暖化防止対策 

 

１ 地球温暖化 

 

地球温暖化とは、化石燃料の消費などにより大気中に排出される温室効果ガスの増

大・蓄積が原因となり、大気が赤外線をより多く吸収し、気温が上昇する現象をいいま

す。 

地球温暖化を調査している「気候変動に関する政府間パネル（ICPP）」の報告によれば、

このまま温暖化が進むと、今世紀末には地球の平均気温が最大約 6.4 度上昇すると予測

されており、これにより農作物への影響や低地地域の水没などが予想されています。 

地球温暖化を防止するためには、大気中の温室効果ガス濃度を自然の生態系や人類に

影響を及ぼさない水準で安定化させなければなりませんが、そのためには早期に現在の

温室効果ガス排出量を半減以下にする必要があります。 

 

2 地球温暖化防止に関する国際的枠組みの下での取り組み 

 

平成 4（1992）年、気候変動枠組条約が採択され、先進国に対する温室効果ガスの削

減目標値が定められましたが、目標は達成されませんでした。平成 7 年から気候変動枠

組条約締約国会議（COP）が開催され、平成 9（1997）年の第 3 回京都会議において、

先進国及び市場経済移行国の平成 20～24（2008～2012）年までの各年の温室効果ガス排

出量の削減に関する数値を定めた京都議定書が採択されました。 

日本では、京都議定書の採択を受けて、国、地方公共団体、事業者、国民が一体とな

って地球温暖化対策に取り組むための枠組みとして「地球温暖化対策の推進に関する法

律」が平成 10（1998）年に成立し、平成 14（2002）年には日本の京都議定書締結に伴

い、同法の改正により京都議定書目標達成計画が策定されました。 

その後、京都議定書の発効要件が満たされていませんでしたが、平成 16（2004）年 11

月にロシアが京都議定書を批准したことを受け、平成 17（2005）年 2 月 16 日、京都議

定書が発効しました。これに伴い京都議定書目標達成計画が新たに策定され、京都議定

書の 6％削減約束の達成に向けたわが国の対策と施策が明らかにされました。 

平成 20(2008)年 3 月末現在、178 か国と EU が京都議定書を締結しています。現在、

温室効果ガスの排出量は地球の吸収量の 2 倍以上であるため、世界全体の排出量を早期

に半分以下にすることが必要であり、京都議定書の約束期間終了後（平成 25（2013）年

以降）の次期枠組みが、すべての国がその能力に応じ排出削減に取り組むことを可能と

し、主要排出国による最大限の削減努力を促す実効あるものとなるよう求められていま

す。 
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3 北広島市域での地球温暖化対策 

 

1）北広島市の二酸化炭素削減目標 

   北広島市では、環境基本計画の中で、2010 年度における市民一人当たりの二酸化炭

素排出量について、1990 年度比で 6％以上の削減を目指すとしています。 

さらに平成 18 年 2 月に、エネルギー消費の現状・将来推計、具体的な省エネルギー

推進プロジェクトの抽出など地域特性を生かした実効性の高い省エネルギー計画であ

る北広島市地域省エネルギービジョンを策定し、その中でエネルギー起源の CO2 排出

量を 2010 年度に 1990 年度比で-6％の市民一人当たり 5.58 トンとする目標を定めてい

ます。 

北広島市のエネルギー消費量は増加を続けており、このまま省エネルギー対策を取

らなければ 2010 年度での一人当たりの二酸化炭素排出量は 6.63 トンと推計されます。

国は、二酸化炭素排出量の削減を目指し、家電機器の省エネ化、自動車の燃費向上、

住宅や建築物の高断熱化など省エネルギー法による規制強化や技術開発を進めており、

その施策による二酸化炭素の削減効果は、北広島市民一人当たり 0.81 トンになります。

そのため目標を達成するには、北広島市において、市民、事業者、市が取組む削減必

要量として、市民一人当たり 0.24 トンの削減が必要になります。 
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図 11－1 北広島市におけるエネルギー起源の CO2 排出量の推移 
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2）北広島市省エネルギー推進協議会 

北広島市地域省エネルギービジョンの目標達成にむけた行動を展開するためには、

実施主体ごとに効果のある省エネ行動を着実に推進する必要があります。 

平成 18 年 11 月 24 日、市民、市民団体、地域団体、事業者、事業者団体、行政など

が協働して継続的な活動を取り組むことを目的として、北広島市省エネルギー推進協

議会が設立されました。北広島市省エネルギー推進協議会では、市民・事業者・行政

それぞれが役割を持ち、省エネルギービジョンで設定した目標を達成するための具体

的な施策に取り組んでいます。 

 

役 割 具体的な行動計画

＜市民＞ 
・ 省エネナビ、環境家計簿の活用、 エコドライブの実践 

・ 省エネルギー機器の積極的な採用、夏季・冬季の室内温

度の管理 など 

 

図 11－2 省エネルギー行動の実施主体別の役割と具体的行動計画 

 

表 11－1 北広島市省エネルギー推進協議会 加盟団体一覧 

北広島市 北広島市教育委員会 
北広島商工会  北海道中央バス㈱大曲営業所 
北広島市建設業協会  JR 北海道バス㈱厚別営業所 
エコ・パートナーシップ北広島  ㈱広島交通 
大曲商工振興会  三和交通㈱ 
北広島市工業振興会 ㈲リスコ 
北広島郵便局  朝日交通㈱北広島営業所 
㈱札幌銀行北広島支店 ㈱パール交通 
㈱北洋銀行北広島支店  北広島市社会福祉施設協議会 
㈱北海道銀行北広島支店  道央農業協同組合北広島支所 
札幌信用金庫北広島支店 北広島市自治連合会 

（平成 19 年度末現在 順不同）    

一人ひとりが地球環境の変化に気づ

き、意識して省エネルギー型生活活動

を行うように努める。 

・ エネルギー管理の徹底、省エネルギー教育の実施、市民

活動への参加 

・ エネルギー管理の実施と技術者養成 

・ トップランナー機器の導入、エコドライブ、アイドリン

グストップの実践 

＜事業者＞ 

各々の事業活動の内容、状況に応じ省

エネルギー対策について自らの問題と

して取り組み、行動する。 

行政の施策、市民活動へ協力する。 

＜北広島市＞ ・ 第２次率先実行計画の推進 

自らが率先して省エネ行動を実践し、

その有効性をアピールするとともに、

市民、事業者、自治会、学校等が行う

省エネ行動への支援、協働を行う。 

・ 市民、事業者に対する省エネ情報の提供及び普及啓発事業

の推進 

・ 省エネビジョンの進行管理、省エネ推進協議会の運営 
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図 11－3 省エネルギービジョンの推進体制 

 

 

 

 

省エネルギービジョン推進の概念 

Check（状況の把握）
◆推進施策の進捗状況把握 
◆各種市統計書による電気・ガスなどのエ

ネルギー消費状況確認 

Plan（計画）
◆省エネルギー目標設定 
◆推進施策の設定 

Do（実行） 
◆市民・事業者・行政が、それぞ

れの役割に応じて行動 

Action（調整・改善） 
◆推進施策の見直し 

省エネルギー 

ビジョン 

省エネルギービジョン推進体制 

 

推進と進行管 公表 

北広島市
地域省エネルギー

ビジョン 

総合計画の 環境基本条例の 
環境都市北広島をめざして

基本目標 基本理念 

 

 

支援・協働 参加・活動 推進組織
地域社会の
諸活動組織
・自治会 
・市民団体
・学校 他

北広島市省エネルギー 
北 広 島

推進協議会 
情報発信 市民・事業者・各種団体 活動計画

の 活動協力 エコ・パートナーシップ北広島・行政

施策の推進に当たっては、Plan(計画)、Do(実行)、Check(状況の把握)、Action(調整・

改善)の PDCA サイクルを展開して継続的な改善を進め、ビジョンの着実な推進を図りま

す。 
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4 北広島市環境保全に向けた率先実行計画（市役所事務事業に於ける第 2 次地球

温暖化対策推進実行計画） 

 

1）計画の策定及び推進 

北広島市では、平成 10 年度に「北広島市環境保全に向けた率先実行計画」を策定し、

市役所事務事業に於ける環境配慮に取り組んできました。 

平成 10 年 10 月 9 日に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律」は、平成 11

年 4 月 8 日より全面施行され、法では、国、都道府県及び市町村に対して、それぞれの

事務及び事業に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための実行計画を策定し、その実

施状況（温室効果ガスの総排出量を含む。）を公表するよう求めています。 

これに伴い北広島市では、平成 12 年度に策定した『改訂版 北広島市環境保全に向け

た率先実行計画』に基づき、1996（平成 8）年度を基準年度とし、2004（平成 16）年度

までに温室効果ガスの排出量を基準年度比で 6％削減させることを目標として、省エネル

ギーを中心とした率先行動を実践してきました。 

残業時における不要照明の消灯、適正な冷暖房温度の設定や低公害車の導入による燃

料使用量の削減、リサイクルの推進やコンポスト容器の普及によるごみ埋立処分量の減

少などの効果から、平成 10 年度をピークに温室効果ガスの排出量は減少し、平成 13 年

度、平成 15 年度には、削減目標数値を達成しました。 

しかし、IT 化の推進によるパソコン設置台数の増加、人口増加に伴うごみ量の増加に

より、平成 16 年度の温室効果ガス排出量(二酸化炭素換算値)は、前年度を上回る 33,097

ｔ(平成 8 年度比では 4.44%の減)となりました。 

平成 17 年度からは、新たに『市役所事務事業に於ける第２次地球温暖化対策推進実行

計画』を策定し、数値目標の設定が困難な一部の施設を除いた施設における温室効果ガ

ス排出量の合計を、平成 17～22 年度の各年度において平成 16 年度比での 1％以上の削

減を目標とするとともに、それらの施設での電力量、灯油、重油、ガソリン、軽油、LPG

の使用量についてもそれぞれ目標を定め、目標達成のために省エネ・省資源に向けた具

体的な実践行動を実施しています。また、数値目標の設定からは除外した施設について

も、施設ごとに可能な範囲での取組みを実施し、その取組み状況について評価していま

す。 

 

2）温室効果ガスの総排出量 

市役所事務事業に於ける温室効果ガスの総排出量について見ると、平成 19 年度は廃棄

物の埋立処分量の減少などにより、温室効果ガス総排出量は計画策定年度である平成 12

年度以降で最も少ない 28,510ｔとなっています。 
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図 11-4 温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算）の経年変化（全公共施設） 

 

3）目標達成状況の評価 

平成 19 年度の削減目標対象施設における温室効果ガス排出量は 26,008ｔとなっており、

基準年度比で 8.45%の減少となり、削減目標値である 28,124t-CO2/年（平成 16 年度比で

1%以上の削減）を上回っています。これは、廃棄物埋立処分量の減少が大きな要因となっ

ており、エネルギー起源の温室効果ガス排出量では 3.1%の減少となっております。 

エネルギー使用量を項目別に見ると、平成 19 年度の電力使用量は、全施設では基準年度

比で 3.60%の増加、削減目標対象施設では 1.52%の増加となっています。この増加は、北

広島市ふれあい学習センター（夢プラザ）が新築されたこと（使用電力量 220,937kWh）

と西部小学校が移築されたことにより電力使用量が増加したこと（基準年度と比べて

134,027kWh 増加）が大きな要因となっています。また、この２施設を除いた他の施設で

の使用電力量を比較した場合でも対象施設で 0.41%の減少となっております。また、対象

施設での電力削減目標の達成状況を見ると、６８施設中３７施設では目標が達成されてお

らず、そのうち２７施設では電力量が増加している状況であるため、省エネ機器の導入や

職員の節電への取組みなど、一層の削減努力が必要です。 

灯油使用量は、全施設で 3.36%、削減目標の対象施設では 6.61%増加しています。重油

使用料については、全施設、対象施設でそれぞれ-13.54%、-12.40%となり、大幅に減少し

ております。 

ガソリン及び軽油の使用量は、公用車の走行距離と燃費に大きく影響され、ガソリンの

使用量は、全車両では基準年度比で走行距離が増加したために 8.57%増加しており、対象

車両では走行距離は燃費が向上しているため 10.59%減少しています。軽油の使用量は、走
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行距離が減少したために全車両では 24.05%の減少、対象車両では 0.30%の増加となってい

ます。 

ＬＰＧに関しては基準年度比約 15％増加していますが、これはふれあい学習センターの

新築による増加が大きく影響しており、ふれあい学習センターの使用量（18,326 ㎥）を除

いての比較では基準年度比約 8％の減少となっています。 

コピー・プリンター用紙（庁舎管理購入分）は基準年度比で 225,000 枚の増加となって

います。この要因としては、複合機の導入により各職員がデータで所有している文書をプ

リントアウトして利用する機会が増えたためと考えられます。保有データの閲覧のためだ

けのプリントアウトはせずディスプレイ上で閲覧するなどの、職員の意識改革が必要です。 

廃棄物埋立処分量は、紙類の分別実施などにより食物くず等、紙・繊維くず等、木くず

等についてそれぞれ 7.21％、12.41%、2.09%減少となっています。 

 

表 11-2 電力量等の平成 19 年度実績及び基準年度との比較（全施設） 

項目 平成 16 年度 平成 19 年度 増減率(%) 

温室効果ガス排出量（t-CO2） 31,048 28,510 -8.17 

電力量  (kWh) 10,058,389 10,420,420 3.60 

灯油   (リットル) 329,185 340,232 3.36 

重油   (リットル) 1,401,110 1,211,376 -13.54 

ガソリン (リットル) 48,793 52,974 8.57 

軽油   (リットル) 99,116 75,282 -24.05 

ＬＰＧ  (m3) 71,945 82,648 14.88 

 

 

表 11-3 対象施設における各項目別の削減目標達成状況 

項目 平成 16 年度 平成 19 年度 増減率(%) 削減目標 

温室効果ガス排出量（t-CO2） 28,409 26,008 -8.45 -1% 

電力量（kWh） 5,890,204 5,979,823 1.52 -2% 

灯油(リットル) 231,711 247,031 6.61 現状維持

重油(リットル) 1,231,116 1,078,412 -12.40 -2% 

ガソリン(リットル) 42,429 37,936 -10.59 -2% 

軽油(リットル) 19,974 20,033 0.30 -1% 

ＬＰＧ(m3) 71,248 63,794 -10.46 現状維持
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表 11-4 平成 19 年度及び基準年度のコピー用紙使用、廃棄物埋立量実績 

項目 平成 16 年度 平成 19 年度 増減率(%) 削減目標 

コピー・プリンター用紙（枚） 5,000,000 5,225,000 4.50 -1% 

食物くず等 (t) 2,024 1,878 -7.21 -1% 

紙・繊維くず等 (t) 4,711 4,126 -12.41 -1% 

廃棄物

埋立量 

(t) 木くず等 (t) 622 609 -2.09 -1% 

 

 

4）今後の取組み 

平成 19 年度の温室効果ガス排出量は基準年度と比較して減少していますが、項目別に

見ると、全施設では電力、灯油、ガソリン、ＬＰＧ使用量について、対象施設では電力、

灯油、軽油の使用量が増加しています。 

これらの増加要因としては、新たな公共施設の建設や気候的要因により、電力使用量

等が増加したことがあげられます。また、具体的な省エネ対策への職員の取組み状況に

ついてアンケート調査を実施したところ、基準年度と比較して概ね同じような取組み実

施率であったことから、電力使用量の削減など職員の取組みをさらに進めていかなけれ

ばなりません。 

今後は、国際標準化機構（ISO）の環境マネジメントシステムに関する一連の国際規格

（ISO14001）に準じた環境マネジメントシステムの導入等により職員の意識啓発を実施

するなど、省エネへの取組みをより実効性の高いものにする必要があります。また、施

設の老朽化により効率的な省エネ対策を実施できない施設があり、また低公害車の導入

台数がまだ少ないことから、環境負荷軽減に配慮した省エネルギー型施設への転換や低

公害車導入台数の増加などのハード面での整備についても積極的に推進していく必要が

あります。 
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